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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　管状ハウジング（１）と、少なくとも１つのリング（２、２’）とを含むアセンブリで
あって、
　前記少なくとも１つのリング（２、２’）は、少なくとも部分的に前記ハウジング（１
）内に設けられ、
　前記少なくとも１つのリング（２、２’）は、前記リング（２、２’）の拡張時、前記
ハウジング（１）に圧入され、
　前記リング（２、２’）は、円錐状の内周面（５、５’）を備え、
　前記ハウジング（１）に隣接する前記リング（２、２’）の外周面上に歯付き部（４、
４’）が設けられる点において特徴付けられる、アセンブリ。
【請求項２】
　前記ハウジングはラックハウジング（１）であり、ラック（１０）を収容する機能を有
する点において特徴付けられる、請求項１に記載のアセンブリ。
【請求項３】
　前記歯付き部（４、４’）は、前記リングの軸方向に延びるねじ山として構成される点
において特徴付けられる、請求項１から２のいずれか１つに記載のアセンブリ。
【請求項４】
　前記ハウジング（１）に圧入された前記歯付き部（４、４’）は、前記ハウジング（１
）の少なくとも１つの開口部から距離を空けて配置される点において特徴付けられる、請
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求項１から３のいずれか１つに記載のアセンブリ。
【請求項５】
　前記リング（２、２’）は、少なくとも前記歯付き部（４、４’）の領域において、前
記リング（２、２’）に隣接する前記ハウジング（１）の領域における材料よりも高い硬
度の材料によって構成される、点において特徴付けられる、請求項１から４のいずれか１
つに記載のアセンブリ。
【請求項６】
　前記リング（２、２’）は、少なくとも前記歯付き部（４、４’）の領域において硬化
されている点において特徴付けられる、請求項１から５のいずれか１つに記載のアセンブ
リ。
【請求項７】
　前記リング（２、２’）は工具鋼から作製される点において特徴付けられる、請求項１
から６のいずれか１つに記載のアセンブリ。
【請求項８】
　前記ハウジング（１）は実質的にスチール製である点において特徴付けられる、請求項
１から７のいずれか１つに記載のアセンブリ。
【請求項９】
　前記ラック（１０）は、前記ハウジング（１）内に少なくとも部分的に配置される点に
おいて特徴付けられる、請求項２に記載のアセンブリ。
【請求項１０】
　前記リング（２、２’）には、前記ハウジング（１）の開口部の縁部上に支持されたカ
ラー（７）が設けられる点において特徴付けられる、請求項１から９のいずれか１つに記
載のアセンブリ。
【請求項１１】
　少なくとも１つのリング（２、２’）を管状ハウジング（１）内に少なくとも部分的に
組み立てる方法であって、
　配置工程であって、前記少なくとも１つのリング（２、２’）を前記ハウジング（１）
内に少なくとも部分的に配置する、工程と、
　拡張工程であって、前記リング（２、２’）を拡張する工程と、
　を含み、
　前記拡張工程は、前記リング（２、２’）の円錐状の内周面（５、５’）に作用する円
錐状の押圧ツールによって実施され、
　前記ハウジング（１）に隣接する前記リング（２、２’）の外周面上に配置される歯付
き部（４、４’）が、前記ハウジング（１）に圧入される点において特徴付けられる、方
法。
【請求項１２】
　前記配置工程に先行する硬化工程によって特徴付けられ、前記硬化工程において、少な
くとも前記歯付き部（４、４’）の領域において前記リング（２、２’）が硬化される、
請求項１１に記載の方法。
【請求項１３】
　前記歯付き部（４、４’）は、前記リングの軸方向において延びるねじ山として構成さ
れる点において特徴付けられる、請求項１１又は１２に記載の方法。
【請求項１４】
　前記拡張工程時において前記ハウジング（１）の拡張が防止される点において特徴付け
られる、請求項１１から１３のいずれか１つに記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、管状ハウジングからなるアセンブリと、その組み立て方法とに関連する。こ
のアセンブリは、例えば、ラック収容する機能を有し、少なくとも１つの保持リングおよ
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び／または支持リングからなる。前記保持リングおよび／または支持リングは、前記ハウ
ジング内に配置され、かつ、前記保持リングおよび／または支持リングが拡張している間
、前記ラックハウジングに圧入される。
【背景技術】
【０００２】
　ラックアンドピニオンステアリング機構は、自動車において用いられ、ステアリングホ
イールを通じて付加されたステアリング回転運動を直線運動へと変換して、操舵対象であ
る車両ホイールを旋回させる。操舵力をアシストするために、サーボ駆動が用いられる。
サーボ駆動は、ステアリング伝動機構内の適切な領域に配置され得る。
【０００３】
　ラックアンドピニオンステアリング機構の場合、ステアリングコラムの端部は、ラック
と係合するピニオンに接続され、ステアリング機構の回転時において、ピニオンを横方向
に移動させる。１つのトラックロッドはそれぞれ、ボールジョイントを介して、ラックの
２つの端部それぞれに接続される。ラックアンドピニオンステアリング機構は広範囲に用
いられるため、摩耗量は極めて小さく抑えられている。ラックアンドピニオンステアリン
グ機構は、フィードバックが高く、また極めて高弾性である。
【０００４】
　通常、ラックハウジングは、いわゆるサーボアシスト型ラックアンドピニオンステアリ
ング機構に用いられており、ラックハウジングはラックを管状に収容し、また、ラックハ
ウジングは、油圧領域と機械領域とに分割される。
【０００５】
　前記機械領域は、ラックの移動のための領域である。ラックには歯が設けられ、かつ、
ステアリングホイールのステアリング運動に伴って回転するピニオンと係合する。そのた
め、ピニオン係合領域が、ラックハウジングの機械領域内に配置される。前記油圧領域は
、同様にラックが内部に延びる領域であるが、前記油圧領域内においては、ラック内に歯
は含まれないことが多い。前記油圧領域内において、ラックは、スライド可能に取り付け
られたピストン部材にリジッド接続され、前記ピストン部材はそれぞれ、前記ラックハウ
ジングの油圧領域内の１つのシリンダチャンバを画定する。車両のステアリングホイール
が回転されると、前記シリンダチャンバの１つの中に油圧オイルが流入するように制御バ
ルブが起動され、これにより、前記ピストンおよびよって前記ラックが前記シリンダ内に
おいて移動させられる。前記油圧オイルによって前記ピストンが移動させられることによ
り、ラック運動およびよってステアリング運動を可能にする力が拡大する。この目的のた
め、前記制御バルブおよび前記ラックハウジングが油圧ラインを通じて相互接続され、こ
れにより、ステアリングホイールが回転する方向に応じて、シリンダチャンバのいずれか
をオイルによって加圧してもよいし、あるいは、圧力を軽減してもよい。
【０００６】
　支持リングは、油圧内力をラックハウジング内に伝達しかつシーリング部材（例えば、
Ｏリング）も保持し、前記機械領域と、前記油圧領域との間に通常配置される。ラックハ
ウジングの各端部においては、前記油圧領域または前記機械領域を制限する支持リングが
さらに設けられる。この支持リングも、例えば、ボールジョイントに起因するラックの縦
方向移動の停止部としても機能する。前記ボールジョイントは、前記ラックの端部上にそ
れぞれ取り付けられ、これによりこの支持リングに衝突する。
【０００７】
　ラックハウジングが同時拡張されている間、ラックガイディング部材をラックハウジン
グの両端部内に押圧することが、ＤＥ　１００　３３　３０５　Ｃ２から公知である。こ
の押圧において、ラックハウジングの拡張時、ベローズ用のシートが生成される。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　本発明の目的は、強度および品質に関する高い要求を満たしつつ、支持リングおよび／
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または保持リングをハウジング（特に、ラックハウジング）に取り付ける際の製造努力お
よびコストを軽減することである。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　この目的は、請求項１に記載のアセンブリおよび独立請求項に記載の方法により、達成
される。各場合における有利な実施形態は、従属請求項の内容である。特許請求項中に個
別に記載されている特徴は、任意の技術的に実行可能な様態において、本発明の存在する
他の実施形態と相互に組み合わせることが可能である点に留意されたい。上記記載は、特
に図面と組み合わされた場合に、本発明をさらに特徴付けかつ特定する。
【００１０】
　本発明によれば、前記アセンブリは、ラックを収容する機能を有する少なくとも１つの
管状ハウジング（好適には、ラックハウジング）と、少なくとも１つの保持リングおよび
／または支持リングとを含む。前記少なくとも１つの保持リングおよび／または支持リン
グは、前記ラックハウジング内に少なくとも部分的に配置される。前記保持リングおよび
／または支持リング（本明細書中以下リングとも呼ばれる）は、前記保持リングおよび／
または支持リングが拡張されている間、前記ハウジング内に圧入される。前記保持リング
および／または支持リングの拡張は、例えば実質的にそのラジアル方向において行われる
。本発明によるアセンブリは、前記ハウジングに隣接する前記保持リングおよび／または
支持リングの外周面上に歯付き部が設けられる点において、特徴付けられる。圧入により
、前記保持リングおよび／または支持リングの歯付き部位が前記ハウジング内に（より正
確には、その内壁内へと）スタンプされ、これにより、特に堅牢な接続が得られ、このよ
うな接続の耐久性は、特にハウジングの軸方向における負荷の場合において、単に平面接
触面を共に押圧する場合よりも高く、高コストをかけて部品を相互溶接する必要も無い。
さらに、溶接に起因する問題（すなわち、支持リングおよび／または保持リングがラック
ハウジング内にあるためアクセスが困難であることと、前記プロセスにおいて発生する熱
応力に起因して、部品安定性に悪影響が出ること）が解消される。好適には、前記保持リ
ングおよび／または支持リングが前記ハウジング内に配置される際、前記保持リングおよ
び／または支持リングのラジアル方向および軸方向が相互に平行となるように、配置され
る。
【００１１】
　本発明の文脈における「支持リングおよび／または保持リング」とは、広範に解釈され
るべきである。本発明によれば、支持リングおよび／または保持リングは、保持機能およ
び／または支持機能を備えた環状要素であり得る。支持リングおよび／または保持リング
は、例えば、ラックハウジング内においてラックをガイドおよび支持するためのものであ
る。さらに、支持リングおよび／または保持リングは、シーリング部材または別個のラッ
クガイド部材を保持および／または支持するように機能し得るか、または、前記ハウジン
グが複数の部品を有する場合、２つの管状ハウジング部品を接続するように機能し得る。
【００１２】
　さらに、本発明の文脈における「歯付き部位」という用語は、広範に解釈されるべきで
ある。本発明によれば、前記歯付き部位は、前記ハウジングに隣接する表面（詳細には、
前記保持リングおよび／または支持リングの外周面）上の１つ以上の隆起部位である。例
えば、前記歯付き部位は、前記保持リングおよび／または支持リングの外周面上の歯状の
単一の隆起部位であるか、または、前記ハウジングに隣接する表面上に分散されたいくつ
かの隆起部位である。あるいは、別の実施形態において、前記歯付き部位は、前記外周面
上に設けられた、１つ以上の均一形状の環状隆起部位である。
【００１３】
　本発明はまた、ハウジングの設計に限定されない。好適には、前記ハウジングは、ラッ
クハウジングである。ラックハウジングは、例えば、ダイキャスティングによりアルミニ
ウムから製造される。キャスティング後には、例えばピニオンユニットをラックハウジン
グ上に取り付けることができるよう、機械加工が必要となる。取り付け対象となる部品内
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の接触面にも、フライス加工が施される。取り付け目的のための止まり穴および貫通孔も
、製造される。好適には、ラックハウジングは、スチールから製造される。通常のアルミ
ニウム製ステアリングギヤハウジングと比較して、スチール製ハウジングには多数の利点
（例えば、材料のより高い剛性および靱性）がある。このようなより高剛性のスチールハ
ウジングにより、得られたステアリング精度が向上する。別の利点として、スチールハウ
ジングのケース内の油圧ラインの取り回しをコンパクトかつコスト効率良く行うことが可
能となるため、ねじ界面を無くすことが可能になる。異なる種類の車両に柔軟に適合させ
ることが可能なハウジングが、事前構成された精密スチールチューブから溶接構造として
製造される。この精密スチールチューブの強度は、形成レベルに応じて、４５０～６５０
Ｎ／ｍｍ２である。例えば、特殊なガルバニックコーテイングを用いた場合、腐食防止が
確実になる。溶接された油圧供給ラインにより、車両内の構造空間への最適な適合が可能
となる。
【００１４】
　好適には、前記歯付き部は、前記保持リングおよび／または支持リングの軸方向に延び
るねじ山として、構成される。前記ねじ山により、前記リングの分解を容易化することが
できる。すなわち、前記内壁内に圧入されることによりスタンプされた内部ねじ山に対し
て前記リングをねじ山と共に回転させることにより、前記分解を容易化させる。このよう
に、分解が可能であることおよび分解の容易化が可能であるため、本発明によるアセンブ
リは、リサイクル時において特に有利に適しているだけでなく、特に容易かつコスト効率
良く処分が可能である。さらに、分解ツールを適用する手段を設けると好適である。
【００１５】
　好適には、前記ハウジングに圧入された前記歯付き部は、前記ハウジングの少なくとも
１つの開口部から距離を開けて配置される。これにより、損失からの保護が得られる。な
ぜならば、前記リングを除去可能とするために前記リングを前記歯付き部位から除去する
際に、この距離範囲を乗り越えなければならないからである。ねじ山の場合、これは、以
下のことを意味する。すなわち、前記リングを回転により除去する際に、この領域を前記
ねじ山によって金属切削しなければならず、そのためには、より多くの力を付加する必要
があり、これによっても、損失に対する保護が得られる。
【００１６】
　好適には、前記保持リングおよび／または支持リングは、少なくとも前記歯付き部の領
域において、前記保持リングおよび／または支持リングに隣接するハウジングの領域の材
料よりもより硬質の材料で構成され、これにより、前記ハウジングの部分において、前記
歯付き部の領域内の塑性変形を達成し、これにより、特に耐久性が高くかつ強固な接続を
達成する。例えば、前記リングは、前記ハウジングよりももより硬質の材料で構成される
。
【００１７】
　好適には、前記保持リングおよび／または支持リングは、少なくとも前記歯付き部の領
域内において硬化される。別の好適な実施形態によれば、前記保持リングおよび／または
支持リングは、工具鋼（例えば、合金工具鋼または非合金工具鋼）によって構成される。
【００１８】
　別の有利な実施形態によれば、前記保持リングおよび／または支持リングには円錐状の
内周面が設けられ、前記ハウジング内に拡張的に圧入できるようになっている。円錐状の
内周面により、軸方向の力下における前記リングのラジアル拡張が特に容易に達成される
。
【００１９】
　別の実施形態によれば、前記アセンブリは、前記ハウジング内に少なくとも部分的に配
置されたラックを有する。
【００２０】
　好適には、前記保持リングおよび／または支持リングには、例えば拡張時において軸方
向に固定された前記リングを保持するために、前記ハウジングの開口部の縁部において支
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持されたカラーが設けられる。前記カラーはさらに、前記ステアリングの移動時において
前記ラックが停止部として前記保持リングおよび／または支持リングに対して移動された
際、支持部として機能する。
【００２１】
　本発明は、好適にはラック収容機能を有する管状ハウジングの少なくとも部分的に内部
の少なくとも１つの保持リングおよび／または支持リングの組立方法にさらに関する。前
記方法は配置工程を含み、前記配置工程において、記少なくとも１つの保持リングおよび
／または支持リングが、前記ハウジング内に少なくとも部分的に配置される。前記方法は
、拡張工程をさらに含む。前記拡張工程において、前記保持リングおよび／または支持リ
ングは、好適にはそのラジアル方向において拡張される。本発明による方法は、前記ハウ
ジングに隣接する前記保持リングおよび／または支持リングの外周面上に配置された歯付
き部が、前記ハウジングに圧入される点により、特徴付けられる。圧入により、前記保持
リングおよび／または支持リングの歯付き部位は、前記ハウジング内に（より正確には、
その内壁内に）スタンプされ、これにより、特に堅牢な接続が得られ、前記接続の耐久性
（特に、軸負荷の場合における耐久性）は、平面の接触面を共に押圧するだけの場合より
も高く、また、高コストをかけて部品を相互溶接する必要も無い。さらに、溶接に起因す
る問題（すなわち、支持リングおよび／または保持リングがラックハウジング内にあるた
めアクセスが困難であることと、前記プロセスにおいて発生する熱応力に起因して、部品
安定性に悪影響が出ること）が解消される。
【００２２】
　好適には、前記方法は、前記配置工程に先行する硬化工程を含む。前記硬化工程におい
て、少なくとも前記歯付き部の領域において、前記保持リングおよび／または支持リング
が硬化される。
【００２３】
　別の有利な実施形態によれば、前記拡張工程は、前記支持および／または保持リングの
円錐状の内周面上に作用する円錐状の押圧ツールにより、実施される。
【００２４】
　上述した理由により、前記歯付き部は好適には、本発明による方法において、前記保持
リングおよび／または支持リングの軸方向に延びるねじ山として、構成される。
【００２５】
　本発明による方法によれば、前記拡張工程時において前記ハウジングの拡張が好適には
回避される。前記回避は、例えば、拡張時にアンビルの収容部位内に閉口様態で収容され
た前記リングの領域内の前記ハウジングにより、達成される。
【図面の簡単な説明】
【００２６】
【図１】本発明による、支持リングを備えたラックハウジングセグメントの断面図である
。
【００２７】
【図２】本発明による保持リングを備えた別のラックハウジングセグメントの断面図であ
る。
【発明を実施するための形態】
【００２８】
　本発明およびその技術的環境について、図面を参照しつつより詳細に説明する。図中、
本発明の特に好適な実施形態を示すが、本発明はこのような実施形態に限定されない点に
留意されたい。図中、以下のものが模式的に示される。
図１は、本発明による、支持リングを備えたラックハウジングセグメントの断面図であり
、前記ラックハウジングセグメント内にラックが配置されている。
図２は、本発明による保持リングを備えた別のラックハウジングセグメントの断面図であ
る。
【００２９】
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　本発明によるラックハウジング１はスチール製であり、その一部のみを図１中に示す。
図１は、ラックハウジング１の端部の１つを示す。関連付けられた開口部が、支持リング
２と共にシールされる。スチール製の支持リング２は、ラックハウジング１の開口部の縁
部上にそのカラー（７）が設けられている。一方、支持リング２は、クロスジョイントの
停止部として機能する。このクロスジョイントは図示されていないが、ラックハウジング
１内に配置されたラック１０の端部上に取り付けられる。一方、支持リング２は、ラック
支持ベアリング８をスライダーリング１１と共に支持する機能を有する。スライダーリン
グ１１は、ラック１０をガイドする機能を有する。ラック支持ベアリング９は、サークリ
ップ９により、任意選択的にさらに支持される。サークリップ９は、ラックハウジング１
の内壁内の周囲溝に挿入される。さらに、環状ガスケット３が設けられる。環状ガスケッ
ト３は、ラック支持ベアリング９上において支持される。支持リング２をラックハウジン
グ１上に取り付けるために、押圧ツールにより、支持リング２をそのラジアル方向におい
て拡張した。この拡張は、支持リング２の円錐状内壁５と軸方向において係合している押
圧ツールの円錐状係合面と、押圧ツールからリング２へと付加される力とにより行われ、
これにより、ラジアル方向における拡張が得られる。支持リング２は、ねじ山部４を含む
。ねじ山部４は、硬化処理により、ラックハウジング１のスチールよりも高い硬度を有す
る。そのため、ねじ山部４はがラックハウジング１内にスタンプされると、ラックハウジ
ング１は塑性変形し、これにより、支持リング２とラックハウジング１との間の接続が特
に高耐久性となる。支持リング２をラックハウジング１から分解するには、ねじ山部４に
より、支持リング２をラックハウジング１に対して適切な方向に回転させればよい。ねじ
山部４が回転によって除去される際、ラックハウジング１の開口部とねじ山部４との間の
距離範囲６（ねじ山部４は、ラックハウジング１の部分上において、圧入時にねじ込まれ
ていない状態である）をねじ山部４によって乗り越える（すなわち、切削する）必要があ
る。そのためには、より大きな力を付加する必要があるため、距離範囲６は、損失に対す
る保護として機能する。
【００３０】
　図２は、本発明によるラックハウジング１の別のセグメントを示し、保持リング２’が
内部に配置されている。保持リング２’は、ラックハウジング１のシーリングリング３を
内部に（すなわち、油圧領域内に）保持する機能を有する。保持リング２’をラックハウ
ジング１上に取り付けるために、押圧ツールにより、保持リング２’をそのラジアル方向
において拡張した。この拡張は、支持リング２’の円錐状内壁５と軸方向において係合し
ている押圧ツールの円錐状係合面と、押圧ツールから保持リング２’へと付加される力と
により行われ、これにより、ラジアル方向における拡張が得られる。支持リング２’は、
ねじ山部４’を含む。ねじ山部４’は、硬化処理により、ラックハウジング１のスチール
よりも高い硬度を有する。そのため、歯付き部４’がラックハウジング１内にスタンプさ
れると、ラックハウジング１は塑性変形し、これにより、保持リング２’とラックハウジ
ング１との間の接続が特に高耐久性となる。実質的に管状に構成される。
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